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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　採便棒を有し、蓋部の内周面に周方向に沿う環状凸部を形成した蓋体と、
　基端側が開口する筒状の容器本体と、
　擦り切り部及び外周面に周方向に沿う環状凸部が形成され、前記容器本体の基端側から
前記容器本体内に装着される中栓と、
を備え、
　前記容器本体の基端側の開口端縁に沿ってフランジ部を形成し、前記中栓の外周面の所
定位置に周方向に沿って前記フランジ部と重なる位置に張り出し部を形成し、
　前記蓋部の下端部及び前記中栓の張り出し部の内周上に離脱機構を形成し、
　前記蓋部の内周面及び前記中栓の外周面のそれぞれに形成された前記環状凸部の上方に
、前記離脱機構の位置合わせ行うカム機構を形成し、
　前記蓋体は、前記中栓に形成した前記環状凸部と、前記蓋部に形成した前記環状凸部と
の嵌合により装着されることを特徴とする採便容器。
【請求項２】
　前記フランジ部及び前記張り出し部を直交する二方向の一方が長くなるように形成した
請求項１に記載の採便容器。
【請求項３】
　前記蓋体の蓋部に一対の羽根部を対称的に形成した請求項１又は２に記載の採便容器。
【請求項４】
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　前記離脱機構が、前記蓋部の下端部側面を中空状に部分的に膨出させて、上部側の両辺
部が末広がり状に下方に傾斜して形成された傾斜状溝部と、前記張り出し部の内周上に少
なくとも上端部側の両辺部が末広がり状に下方に傾斜して形成された傾斜状突起部とから
成る請求項１乃至３のいずれか一項に記載の採便容器。
【請求項５】
　前記蓋体の蓋部に一対の羽根部を対称的に形成すると共に、前記羽根部の下端側に前記
傾斜状溝部を形成し、
　前記中栓の張り出し部の長径側内周上に前記傾斜状突起部を形成した請求項４に記載の
採便容器。
【請求項６】
　前記カム機構が、前記中栓の外周面の環状凸部上方に、頂部側から軸方向に対して両辺
が逆Ｖ字状に下方に傾斜する案内カムと、前記蓋体の蓋部の内周面の環状凸部の上方に、
軸方向に沿って延在する突条とから成る請求項１乃至５のいずれか一項に記載の採便容器
。
【請求項７】
　前記案内カムが、前記中栓の張り出し部の短径側に形成され、前記突条が、前記蓋部の
羽根部及び前記傾斜状溝部と同位置に形成されている請求項６に記載の採便容器。
【請求項８】
　前記離脱機構及びカム機構をいずれも一対として対称的に形成した請求項１乃至７のい
ずれか一項に記載の採便容器。
【請求項９】
　前記フランジ部又は前記張り出し部の一方に係合部を形成し、他方に前記係合部と嵌合
する係止部を形成した請求項１乃至８のいずれか一項に記載の採便容器。
【請求項１０】
　前記係合部が切り欠き部、前記係止部が突部である請求項９に記載の採便容器。
【請求項１１】
　前記中栓の先端部が長手方向に直交する底面を有すると共に、前記底面の中央に擦り切
り部を形成し、前記擦り切り部の周りに放射状に配置された複数の傾斜リブからなる採便
棒案内部を形成した請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の採便容器。
【請求項１２】
　前記容器本体の先端側に注出孔を形成すると共に、前記注出孔を封止する封止体を有す
る滴下キャップを螺締により装着した請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の採便容器
。
【請求項１３】
　前記容器本体の先端側の外周面の所定位置に周方向に沿って第一環状凸部を形成し、前
記滴下キャップの内周面の所定位置に周方向に沿って第二環状凸部を形成し、前記滴下キ
ャップの螺締を緩めて前記封止体を離間させて前記注出孔を開放する際に、前記第一環状
凸部と前記第二環状凸部とが当接して前記滴下キャップの脱落を防止する請求項１２に記
載の採便容器。
【請求項１４】
　前記第一環状凸部と前記第二環状凸部とが当接した状態で、前記滴下キャップを螺締す
る前記容器本体の先端側の外周面に形成された本体側螺条と、前記滴下キャップの内周面
に形成されたキャップ側螺条とが螺合する範囲において、前記本体側螺条と前記キャップ
側螺条の一方又は両方の高さを低く、或いは除去して、前記本体側螺条と前記キャップ側
螺条とが相互に乗り越え可能とした請求項１３に記載の採便容器。
【請求項１５】
　周方向に沿ってミシン目が形成されたテープ状部材を、前記ミシン目が前記容器本体と
前記滴下キャップとの境界に位置するように巻きつけた請求項１２乃至１４のいずれか一
項に記載の採便容器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、糞便検査に際して糞便を採取する採便容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、糞便検査（検便）に際して糞便を採取する採便容器として、種々の形態の採便容
器が提案されているが、その多くのものは、先端に螺旋状溝を設けた採便棒を有する蓋体
と、保存溶液が収容された容器本体とを備えている（例えば、特許文献１等参照）。
【０００３】
　この種の採便容器にあっては、糞便を採取するにあたり、蓋体を取り外して、採便棒を
糞便に突き刺す等して先端に設けた螺旋状溝に糞便を掻き取った後に、採便棒を容器内に
戻して蓋をすることによって、容器本体に収容された保存溶液に採取した糞便を縣濁させ
るようになっている。そして、このようにして採取された糞便は、その縣濁液を濾過して
検査に供されるが、良好な検査がなされるには、保存溶液に縣濁させた糞便の量が多過ぎ
たり、少な過ぎたりしないようにして、一定の量の糞便を保存溶液に縣濁させることが求
められる。
【０００４】
　このため、多くの採便容器にあっては、糞便が付着した採便棒を容器本体内に戻す際に
、容器本体の内部に隔壁を設ける等して形成された擦り切り部に採便棒を挿通して余分な
糞便を取り除くようにしてあり、これによって、一定量の糞便が採取できるようにしてあ
る。
　例えば、特許文献１に記載された採便容器にあっては、採便棒に付着した余分な糞便を
取り除くための擦り切り部を中栓に設け、かかる中栓を容器本体に挿入することによって
容器本体の内部に擦り切り部が形成されるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－５４０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、本発明者らが鋭意検討を重ねたところ、この種の採便容器にあっては、
採便棒を有する蓋体の中栓からの取り外しを容易にし、糞便を採取した後は、採便棒を容
器内に戻しつつ、蓋体を中栓に容易、確実に嵌合することが求められるが、かかる観点か
ら、特許文献１に記載された採便容器には、さらなる改善が必要であるとの知見を得るに
至った。
【０００７】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、採便棒を有する蓋体と、前記蓋体
が着脱され、擦り切り部が形成された中栓を容器本体内に装着した採便容器において、前
記採便棒を有する蓋体の中栓からの取り外しを容易にし、採便棒を中栓内に挿入後、蓋体
を中栓に容易、確実に嵌合することができる採便容器の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る採便容器は、採便棒を有し、蓋部の内周面に周方向に沿う環状凸部を形成
した蓋体と、基端側が開口する筒状の容器本体と、擦り切り部及び外周面に周方向に沿う
環状凸部が形成され、前記容器本体の基端側から前記容器本体内に装着される中栓と、を
備え、前記容器本体の基端側の開口端縁に沿ってフランジ部を形成し、前記中栓の外周面
の所定位置に周方向に沿って前記フランジ部と重なる位置に張り出し部を形成し、前記蓋
部の下端部及び前記中栓の張り出し部の内周上に離脱機構を形成し、前記蓋部の内周面及
び前記中栓の外周面のそれぞれに形成された前記環状凸部の上方に、前記離脱機構の位置
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合わせ行うカム機構を形成し、前記蓋体は、前記中栓に形成した前記環状凸部と、前記蓋
部に形成した前記環状凸部との嵌合により装着される構成としてある。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、採便棒を有する蓋体と、前記蓋体が着脱され、擦り切り部が形成され
た中栓を容器本体内に装着した採便容器において、採便棒を有する蓋体の中栓からの取り
外しを容易にし、採便棒を中栓内に挿入後、容易、確実に嵌合することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る採便容器を示す説明図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）
は正面図、（ｃ）は底面図である。
【図２】図１（ｂ）のＡ－Ａ断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る採便容器が備える蓋体の一例を示す説明図であり、（ａ
）は正面図、（ｂ）は図３（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る採便容器が備える滴下キャップの螺締状態の一例を示す
参考断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る採便容器の他の一例を示す正面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る採便容器が備える中栓の一例を示す説明図であり、（ａ
）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。
【図７】図６（ｂ）のＣ－Ｃ断面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る採便容器が備える容器本体の一例を示す説明図であり、
（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。
【図９】本発明の実施形態に係る採便容器が備える中栓の他の一例を示す説明図であり、
（ａ）は側面図、（ｂ）は正面図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る採便容器が備える中栓の他の一例に適用される蓋体の
説明図であり、（ａ）は蓋体の短径側の参考断面図、（ｂ）は蓋体の長径側の参考断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００１２】
　図１、２に示す採便容器１は、糞便検査に際して糞便を採取するためのものであり、容
器を密封する蓋体２と、保存溶液が収容される筒状の容器本体３と、容器本体内に装着さ
れる中栓４と、容器本体３の先端側に螺締により装着される滴下キャップ５とを備えてい
る。採便容器１を構成するこれらの部材は、例えば、ポリプロピレン，ポリエチレン等の
熱可塑性樹脂を用いて、射出成形等により製造することができるが、容器本体３は、スク
イズ可能となるように、低密度ポリエチレン等の柔軟な材料を用いて円筒形、或いは断面
が楕円形や長円形の筒状に成形するのが好ましい。
【００１３】
　図３に示すように、蓋体２は、容器内を密封する蓋部２ａと共に、糞便を採取するため
の採便棒２ｂを有している。採便棒２ｂの先端側には螺旋状に刻設された螺旋状溝２ｃが
形成されており、採便棒２ｂにより糞便を採取するには、蓋体２を容器から取り外して、
採便棒２ｂを糞便に突き刺す等して螺旋状溝２ｃで掻き取るようにして糞便を採取する。
そして、糞便を採取した後は、蓋体２を再び容器に装着して採便棒２ｂを容器内に戻し、
容器本体３に収容されている保存溶液に採取された糞便を縣濁させる。
【００１４】
　尚、本実施形態では、採便棒２ｂ先端側に螺旋状溝２ｃを形成しているが、糞便を確実
に採取できるものであれば、これに限定されない。例えば、長手方向と直交し、採便棒２
ｂの先端側を周回する溝を複数設けることも可能である。その他、各種形状の凹部や貫通
孔を一つ以上設けてもよい。糞便の性状は固形便、軟便、液状便等様々なので、これらの



(5) JP 6216602 B2 2017.10.18

10

20

30

40

50

糞便を採取するために各種の採便器具が考案されている。
【００１５】
　採便容器１において、蓋体２は、中栓４の外周面に周方向に沿って形成した環状凸部４
ｇと、蓋部２ａの内周面に周方向に沿って形成した環状凸部２ｆとの嵌合により装着され
て、容器内を密封するようにしてある。
【００１６】
　蓋体２を容器に装着したときの密封性をより良好なものとするには、特に図示しないが
、中栓４の端縁に当接する突部を、蓋部２ａの内面に環状に形成するのも有効である。
　また、採便容器１にあっては、中栓４の内周面に蓋部２ａを密着させることによって密
封性を確保しているが、中栓４の外周面と蓋部２ａとの間には隙間が形成されるようにし
ている。中栓４の外周面と蓋部２ａとの間に隙間を形成しておくことで、糞便を採取した
採便棒２ｂを容器内に戻すときに、誤って糞便が中栓４の端縁に付着してしまった場合等
に、この隙間に糞便を流入させて採便容器１の外部にはみ出さないようにすることができ
る。
【００１７】
　このような蓋体２は、射出成形により蓋部２ａと採便棒２ｂとを一体に成形するのが好
ましいが、これらは別体に成形するようにしてもよい。蓋部２ａによって容器内を密封す
ることができると共に、糞便に突き刺すことができる程度の硬さを採便棒２ｂが有してい
れば、蓋体２の具体的な構成は特に限定されない。
【００１８】
　また、採便棒２ｂに付着した糞便の視認性を高めるために、採便棒２ｂを白色乃至淡色
の明度の高い色で着色することが好ましい。特に、糞便の色（褐色乃至黄褐色）の補色に
近い淡緑色に着色することがより好ましい。
【００１９】
　また、容器本体３は、注出孔３ａが穿設された隔壁３ｂを先端側に有しており、容器本
体３の先端側に螺締（螺子締め）により装着される滴下キャップ５は、かかる注出孔３ａ
を封止する封止体５ａを有している。これにより、本実施形態の採便容器１は、滴下キャ
ップ５の螺締を緩めることによって開封され（図２参照）、滴下キャップ５を締め直すこ
とによって再封止される。
【００２０】
　本実施形態では、滴下キャップ５が装着される容器本体３の先端側の外周面には、その
所定の位置に周方向に沿って第一環状凸部３ｄが形成されている。これと共に、滴下キャ
ップ５の内周面には、その所定の位置に周方向に沿って第二環状凸部５ｂが形成されてい
る。
【００２１】
　容器本体３の先端側の外周面に第一環状凸部３ｄを形成する位置と、滴下キャップ５の
内周面に第二環状凸部５ｂを形成する位置は、図２に示すように、滴下キャップ５の螺締
を緩めることによって、封止体５ａが離間して注出孔３ａが開放されたときに、第一環状
凸部３ｄと第二環状凸部５ｂとが当接するように適宜調整する。このようにすることで、
第一環状凸部３ｄと第二環状凸部５ｂとが当接した感触によって、採便容器１が開封され
た状態にあることを感知することができ、螺締を緩め過ぎてしまうことによる滴下キャッ
プ５の脱落を防止することができる。
【００２２】
　また、本実施形態にあっては、滴下キャップ５を螺締するために、容器本体３の先端側
の外周面に本体側螺条３ｅを形成すると共に、滴下キャップ５の内周面にキャップ側螺条
５ｃを形成している。これらの螺条の形成に際しては、第一環状凸部３ｄと第二環状凸部
５ｂとが当接した状態で、容器本体３の本体側螺条３ｅと滴下キャップ５のキャップ側螺
条５ｃとが螺合する範囲において、本体側螺条３ｅとキャップ側螺条５ｃの一方又は両方
の高さを低くするか、或いは除去して、両者が相互に乗り越え可能とするのが好ましい。
【００２３】
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　ここで、図４は、容器本体３の本体側螺条３ｅと、滴下キャップ５のキャップ側螺条５
ｃとの相互の乗り越えを可能とする構成の例を示している。
　図４（ａ）は、滴下キャップ５のキャップ側螺条５ｃの第二環状凸部５ｂ側に位置する
螺条５ｃ１から５ｃ２に渡る範囲の螺条の高さを低くしたものである。図４（ｂ）は、容
器本体３の本体側螺条３ｅの第一環状凸部３ｄから離れた側に位置する螺条３ｅ１から３
ｅ２に渡る範囲の螺条（図中その一部を鎖線で示す）を除去したものである。図４（ｃ）
は、容器本体３の本体側螺条３ｅの螺条３ｅ１の範囲の螺条（図中その一部を鎖線で示す
）を除去し、滴下キャップ５のキャップ側螺条５ｃの螺条５ｃ１から５ｃ２に渡る範囲の
螺条の高さを低くしたものである。
【００２４】
　従って、採便容器１が開封されて、第一環状凸部３ｄと第二環状凸部５ｂとが当接した
状態になると、滴下キャップ５が容器本体３に対して空回りする。このように、滴下キャ
ップ５を容器本体３に対して空回りさせることにより、滴下キャップ５を容器本体３から
外すことなく検査が行われるため、汚染、或いは再封止に必要とされる滴下キャップの紛
失が防止される。
【００２５】
　さらに、本実施形態では、図５に示すように、周方向に沿ってミシン目７ａが形成され
たテープ状部材７を、そのミシン目７ａが容器本体３と滴下キャップ５との境界に位置す
るように巻きつけるのが好ましい。このようにすることで、採便容器１の開封前（検査前
）の滴下キャップ５の緩みを防止すると共に、開封の有無の確認が容易になる。
【００２６】
　一方、容器本体３の基端側は、容器本体３内に中栓４を装着できるように開口しており
、容器本体３内に中栓４を装着したときに、容器本体３の内周面と中栓４の外周面とが液
密に密着して、容器本体３に収容された保存溶液が漏れ出さないようになっている。
【００２７】
　図６、７に示すように、容器本体３内に装着される中栓４の先端部には、長手方向に直
交する底面４ａを有すると共に、底面４ａの中央に、蓋体２が有する採便棒２ｂが挿通可
能な擦り切り部４ｂが形成されている。かかる擦り切り部４ｂは、糞便を採取した採便棒
２ｂを容器内に戻す際に、採便棒２ｂに付着した余分な糞便を取り除くためのものであり
、本実施形態では、底面４ａの中央に開口する筒状の部位として形成されている。擦り切
り部４ｂは、擦り切り部４ｂの内周面に採便棒２ｂが液密に密着して、採便棒２ｂが擦り
切り部４ｂの内周面を摺動する際に余分な糞便が取り除かれるように形成され、これによ
って、螺旋状溝２ｃを埋める一定量の糞便を、容器本体３に収容された保存溶液に縣濁さ
せることができる。
【００２８】
　擦り切り部４ｂを構成する中栓４の外形は、採便棒２ｂを擦り切り部４ｂに確実に案内
するために、中栓４の途中から擦り切り部４ｂに向かって徐々に細くなるテーパー形状と
することもできる。
【００２９】
　しかしながら、このような形状は、当該テーパー部の側面と容器本体の内面との間に隙
間ができ、保存溶液収容部の容積が大きくなってしまう。保存溶液収容部の容積が大き過
ぎると、糞便を採取した後に採便容器１を横置きにして、或いは滴下キャップ５側を上向
きにして保管した場合に、採便棒２ｂの先端が空気中に露出して、糞便中の測定対象成分
の安定性を損なうことも考えられる。このため、中栓４の形状は、保存溶液収納部の容積
ができるだけ少なくなるような形状が好ましい。
　従って、中栓４の外形としては略円筒状として、底面４ａの形状を、長手方向と直交す
る平面、或いは周辺から中央の擦り切り部４ｂに向かって窪んだ形状とすることが好まし
い。
【００３０】
　また、本実施形態では、糞便を採取した採便棒２ｂを容器内に戻す際に、採便棒２ｂを
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擦り切り部４ｂに挿通するのを容易にするために、擦り切り部４ｂの周りには、放射状に
配置された複数の傾斜リブ４ｃからなる採便棒案内部が形成されている。
【００３１】
　採便容器１において、傾斜リブ４ｃは、擦り切り部４ｂの周縁から斜めに立ち上がる辺
を有する三角形状に形成されているが、採便棒２ｂを擦り切り部４ｂに案内できるように
なっていれば、その形状は特に限定されない。
　採便棒２ｂを擦り切り部４ｂに案内するには、擦り切り部４ｂの周りをすり鉢状に形成
するだけでもよいが、それでは中栓４の先端部の底面４ａ側が厚肉になって成形に要する
樹脂量が増え、また、冷却に時間を要して生産速度が遅くなる。さらに、冷却時の樹脂の
収縮量が大きくなり、寸法安定性の上でも不利となるが、複数の傾斜リブ４ｃを放射状に
配置し、隣接する傾斜リブ４ｃの間を肉抜きして採便棒案内部を形成することで、このよ
うな不都合を有効に回避することができる。
【００３２】
　本実施形態の採便容器１は、採便棒２ｂにより採取された糞便を容器本体３に収容され
た保存溶液に縣濁させた後に、滴下キャップ５の螺締を緩めることによって開封される。
そして、容器本体３をスクイズして、保存溶液に糞便を縣濁させた懸濁液を注出孔３ａか
ら流出させて滴下キャップ５に取り付けられたフィルタ６で濾過し、その濾液を滴下して
検査に供するようにしてある。
【００３３】
　滴下キャップ５に取り付けるフィルタ６は、検査の妨げとなる未消化の固形分を濾過す
ることができ、検査対象に対して不活性のものであれば、その素材は特に限定されない。
例えば、モルトフィルタ、濾紙、樹脂焼結フィルタ等の多孔性物質、グラスウール，脱脂
綿等の繊維性物質等が挙げられ、所定の細孔径を有するモルトフィルタ、樹脂焼結フィル
タを用いるのが好ましい。このようなフィルタは、一種から成るものであってもよく、二
種以上のフィルタを積層することによって形成されたものであってもよい。
【００３４】
　また、採取した糞便を懸濁させる保存溶液としては、糞便検査に適したものであれば任
意のものを用いることができ、また、必要に応じて緩衝剤、安定剤、防腐剤、色素、消臭
剤等の添加剤を加えておいてもよい。容器本体に収容する保存溶液の液量は、糞便検査に
際して要求される糞便の懸濁濃度に応じて適宜調整する。例えば、５ｍｇの糞便を採取す
る場合には液量を２ｍｌとすることにより４００倍の希釈率が得られる。
【００３５】
　さらに、採便容器１にあっては、図８に示すように、容器本体３の基端側の開口部の端
縁に沿ってフランジ部３ｃが形成されている。一方、前述した図６に示す中栓４の外周面
には、容器本体３内に中栓４を装着したときに容器本体３のフランジ部３ｃと重なる位置
に、周方向に沿って張り出し部４ｄが形成されている。
【００３６】
　前述したように、容器本体３は、スクイズ可能とするために柔軟な材料を用いて円筒形
に成形するのが好ましい。一方、中栓４の先端部には、採便棒２ｂが液密に密着して余分
な糞便を取り除く擦り切り部４ｂが形成されることから、中栓４は硬質な材料を用いて成
形するのが好ましい。そして、この場合、容器本体３と中栓４とは溶着し難い異種材料に
よって形成されることから、容器本体３内に装着された中栓４の固定に際しては、蓋体２
を中栓４に着脱する際の容器本体３と中栓４の空回り、或いは蓋体２と中栓４の共回りを
防止することが望まれる。このため、本実施形態では、図示するように、容器本体３側に
形成されたフランジ部３ｃには、切り欠き部３ｆから成る係合部を形成すると共に、中栓
４側に形成された張り出し部４ｄに、当該切り欠き部３ｆと嵌合する突部４ｅから成る係
止部をそれぞれ形成することで、採便棒２ｂを有する蓋体２を中栓４に着脱する際の容器
本体３と中栓４の空回り、或いは蓋体２と中栓４の共回りを防止している。
【００３７】
　尚、前述した容器本体３側のフランジ部３ｃに形成する係合部としては、切り欠き部３
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ｆの他に窪んだ溝部、貫通孔等が挙げられ、これらの形状に応じて中栓４側の張り出し部
４ｄに形成される係止部の形状を適宜選択すればよい。また、前述した係合部は中栓４側
の張り出し部４ｄに、係止部は容器本体３側のフランジ部３ｃに形成してもよい。
【００３８】
　さらに、容器本体３側に形成されるフランジ部３ｃと、中栓４側に形成される張り出し
部４ｄとは、採便容器１の検査時における転がりを防止するために、図示するひし形形状
、或いは楕円形状、トラック形状等とし、直交する二方向の一方が長くなるように形成す
るのが好ましい。
【００３９】
　また、図３、図１０に示すように、蓋体２の蓋部２ａに、蓋体２の回動を容易にする一
対の羽根部２ｄを対称的に形成すると共に、この羽根部２ｄの下端部側の蓋体２の蓋部２
ａの下端部側面を中空状に部分的に膨出させて、上部側の両辺部が末広がり状に下方に傾
斜する一対の傾斜状溝部２ｅを対称的に形成する。一方、図６、図９に示すように、中栓
４の張り出し部４ｄの長径側内周上に、少なくとも上端部側の両辺部が末広がり状に下方
に傾斜する一対の傾斜状突起部４ｆを対称的に形成する。このようにすることで、蓋体２
の傾斜状溝部２ｅと中栓４の傾斜状突起部４ｆとによって構成される離脱機構により、蓋
体２の羽根部２ｄに指を掛けて蓋体２を回動させて、容易に蓋体２を中栓４から離脱させ
ることができる。
【００４０】
　尚、前述した離脱機構を構成する蓋体２の傾斜状溝部２ｅの両辺部の形状と、中栓４の
傾斜状突起部４ｆの両辺部の形状は、前記蓋体２の回動をスムーズに、且つ回動方向の制
約をなくすことから、前記両辺部の辺部同士と、前記傾斜状溝部２ｅと傾斜状突起部４ｆ
の両辺部同士が同形状を呈するのが好ましく、直線状、凹曲線状とするのが好ましい。
【００４１】
　さらに、蓋体２の傾斜状溝部２ｅと中栓４の傾斜状突起４ｆは、何れも対称的に一対形
成する必要はなく、何れか一方を一つ形成しても良い。また、蓋体２に形成する傾斜状溝
部２ｅを羽根部２ｄと直交する蓋部２ａの下端部側面に形成し、中栓４に形成する傾斜状
突起部４ｆを張り出し部４ｄの短径側内周上に形成してもよいが、傾斜状溝部２ｅは蓋体
２の蓋部２ａの羽根部２ｄの下端部側に形成し、傾斜状突起部４ｆは中栓４の張り出し部
４ｄの長径側内周上に形成するのが、それぞれの形成を容易にする点から好ましい。
【００４２】
　そして、この場合、蓋体２を中栓４に装着する際に、前述した離脱機構を構成する蓋体
２の傾斜状溝部２ｅと中栓４の傾斜状突起部４ｆとの位置合わせと、蓋体２の蓋部２ａの
内周面に形成された環状凸部２ｆと中栓４の外周面に形成された環状凸部４ｇとの嵌合を
行う。このため、図９に示すように、中栓４の環状凸部４ｇの上方に、頂部側から軸方向
に対して両辺が逆Ｖ字状に下方に傾斜し、好ましくは下端部が軸方向と平行に垂下する一
対の案内カム４ｈを対称的に形成する。一方、図１０に示すように、蓋体２の蓋部２ａの
環状凸部２ｆの上方に、軸方向に沿って延在する一対の突条２ｈを対称的に形成する。こ
の中栓４の案内カム４ｈと蓋体２の突条２ｈとによって構成されるカム機構により、採便
棒２ｂを有する蓋体２の中栓４への装着時に回動して押し込む際に、中栓４の案内カム４
ｈに蓋体２の突条２ｈが案内される。この結果、前述した離脱機構を構成する蓋体２の傾
斜状溝部２ｅと中栓４の傾斜状突起部４ｆとが一致した状態で、蓋体２を容易に、かつ、
確実に中栓４に嵌合させることができる。
【００４３】
　また、前述したように、容器本体３側に形成されるフランジ部３ｃと、中栓４側に形成
される張り出し部４ｄが直交する二方向の一方が長くなるように形成し、蓋体２の蓋部２
ａに羽根部２ｄを形成した場合は、前述したカム機構の中栓４の案内カム４ｈを、中栓４
の張り出し部４ｄの短径側に形成し、一方、蓋体２の突条２ｈを蓋部２ａの羽根部２ｄ及
び傾斜状溝部２ｅと同位置に形成するのが好ましい。このような構成とすることにより、
蓋体２の蓋部２ａの成形時のひけが防止されると共に、蓋部２ａに形成された羽根部２ｄ
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が、容器本体３に形成されたフランジ部３ｃと中栓４に形成された張り出し部４ｄのそれ
ぞれの長径側に位置決めされる。
【００４４】
　尚、蓋体２の突状２ｈと中栓４の案内カム４ｈは、何れも対称的に形成する必要はなく
、何れか一方を一つ形成しても良いが、前述した蓋体２の中栓４に対する嵌合による装着
、固定の容易さと安定性から、何れも一対として対称的に形成することが好ましい。また
、中栓４の案内カム４ｈを張り出し部４ｄの長径側に形成し、蓋体２の突条２ｈを羽根部
２ｄ及び傾斜状溝部２ｅと直交して形成しても良い。
【００４５】
　以上、本発明について、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明は、前述した実
施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能であること
は言うまでもない。
【００４６】
　例えば、前述した実施形態では、擦り切り部４ｂが形成された中栓４を容器本体３内に
装着することで、容器本体３の内部に擦り切り部４ｂが形成されるが、本発明では、中栓
４を省略して、直接、容器本体３の内部に擦り切り部４ｂを形成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　以上説明したように、本発明は、糞便検査に際して糞便を採取する採便容器として利用
できる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　　　　　採便容器
　２　　　　　蓋体
　２ａ　　　　蓋部
　２ｂ　　　　採便棒
　２ｄ　　　　羽根部
　２ｅ　　　　傾斜状溝部
　２ｆ　　　　環状凸部
　２ｈ　　　　突条
　３　　　　　容器本体
　３ａ　　　　注出孔
　３ｃ　　　　フランジ部
　３ｄ　　　　第一の環状凸部
　３ｅ　　　　本体側螺条
　３ｆ　　　　切り欠き部
　４　　　　　中栓
　４ａ　　　　底面
　４ｂ　　　　擦り切り部
　４ｃ　　　　傾斜リブ
　４ｄ　　　　張り出し部
　４ｅ　　　　突部
　４ｆ　　　　傾斜状突起部
　４ｇ　　　　環状凸部
　４ｈ　　　　案内カム
　５　　　　　滴下キャップ
　５ａ　　　　封止体
　５ｂ　　　　第二の環状凸部
　５ｃ　　　　キャップ側螺条
　７　　　　　テープ状部材
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　７ａ　　　　ミシン目

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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